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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指 等の 】

第149期
第３四半期
連結累計期間

第150期
第３四半期
連結累計期間

第149期

会計期間
自 平成25年４月１日

至 平成25年12月31日

自 平成26年４月１日

至 平成26年12月31日

自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日

上 （ ） 153 0 7 159 046 207 470

経 利益又は経 損 （ ） （ ） 652 232 62

四半期（当期） 利益
又は四半期 損 （ ）

（ ） 164 2 107 2 0

四半期包括利益又は包括利益 （ ） 1 670 1 091 326

（ ） 56 61 54 726 55 5 6

（ ） 271 217 262 742 25 599

１株当たり四半期（当期） 利益
金 又は四半期 損 金 （ ）

（ ） 0.4 6.17 0. 2

在株式 整 １株当たり
四半期（当期） 利益金

（ ）

自 本比 （ ） 19.9 19.7 20.4

　

第149期
第３四半期
連結会計期間

第150期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日

至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日

至 平成26年12月31日

１株当たり四半期 利益金 （ ） 2.37 0.07

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指 等の については記載し

ておりません。

２ 上 には、 等は含まれておりません。

３ 第150期第３四半期連結累計期間の 在株式 整 １株当たり四半期 利益金 については、１株あたり四

半期 損 であり、また、 在株式が 在しないため記載しておりません。

４ 第149期第３四半期連結累計期間及び第149期の 在株式 整 １株当たり四半期（当期） 利益金 につい

ては、 在株式が 在しないため記載しておりません。

２ 【事業の内 】

当第３四半期連結累計期間において、当社 ー （当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内

に重要な はありません。

また、主要な関係会社についても はありません。
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第 【 業の 況】

１ 【事業等の 】

当第３四半期連結累計期間にお る、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の

ち、 者の判断に重要な を及 す のある事項の 又は 事業年度の有 証券報告書に記載した「事

業等の 」についての重要な はありません。

なお、重要事象等は 在しておりません。

２ 【経営上の重要な 等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な 等は行われておりません。

３ 【財政状態、経営成績及び ュ ーの状況の分析】

文中の に関する事項は、当四半期連結会計期間の 日現在において当社 ー （当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間は、主 分 である 紙事業において、 の 要 の 取りは重 、 手

製紙 社は 紙を中 に を実施、当社も 期に引き続き 制を 続するな 、当社 ー を取り

は に しい状況で いたしました。このよ な状況 、当社 ー は４月１日に 場と関連子会

社の事業を 、 ー ペレー 株式会社を 立し業務 をはかるとともに、 月には

職を実施し 務 の をはかることにより、 益基 の 化に めてまいりました。

紙 事業につきましては、 の が長引いたこと等により印刷用紙の は しましたも

のの、 金 は 正 等もあり いたしました。

ージ 事業につきましては、 ジ 用紙等の により 金 は いたしました。

事業につきましては、不 の 理 用 、自 用 ビ ター、 デ 等の

により 金 は いたしました。

この結 、当第３四半期連結累計期間の連結 上 は1 590 ４千 （ 年同四半期比3.9 ）となりま

した。 益 では の 場 、 職の実施による 務 をはじめとする 定 の 場の

上等により損益の に めましたものの、 安による原 の 、 紙の 制の 化等の し

い 化により、２ ３千２ の連結経 損 （ 年同四半期は連結経 損 千２ ）となりま

した。 利益 につきましては、 職にかかる 職金等の 用を 別損 に計上したため、21 ７

の連結四半期 損 となりました。
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の業績を示すと、 のとおりであります。

紙 事業

主 製品である印刷用紙につきましては、 の が長引いたこと等により は したものの、

報用紙につきましては 用紙が に したこと 、 業用 ジ 用紙等の 出に注 したこと

により が いたしました。 金 は 正 もあり いたしました。

子会社におきましては、主 製品の ー ー 紙及び 紙の が し 金 も いたしま

した。

この結 、当第３四半期連結累計期間の紙 事業の 上 は1 233 ４ （ 年同四半期比3.5 ）、

15 千 の営業損 （ 年同四半期は営業損 20 ３千 ）となりました。

なお、 般の な 安 行による原 の を 、平成27年２月１日出 分からの製品 定を

ち出しました。

ージ 事業

国内 場におきましては、 ジ 用紙 印刷製 の 要が しましたが、 が に

し、 金 は 期 となりました。

場におきましては、 が 化に 場 化の を ましたが、 ジ

用紙の が に し、 金 は いたしました。

この結 、当第３四半期連結累計期間の ージ 事業の 上 は323 千 （ 年同四半期比4. ）、

営業利益は １千 と、 年同四半期に比べ１ ４ いたしました。

事業

不 につきましては、 理 用 をはじめとする主要製品の が び、 ターにつきましては、

自 用 ビ ター 電 の 、 デ につきましては、 の の 長により、

それ れ 金 は いたしました。

化 紙につきましては、 用途の化 原紙の により、 金 は いたしました。

この結 、当第３四半期連結累計期間の 事業の 上 は124 千２ （ 年同四半期比6.0 ）、営

業利益は４ １千 と、 年同四半期に比べ２ ３千１ いたしました。

その他

その他につきましては、 運 関連子会社、 務関連子会社の 上 等により、当第３四半期連結累計

期間の 上 は115 （ 年同四半期比3.0 ）、営業利益は２ 千７ と、 年同四半期に比べ１

千１ いたしました。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間 の は、現金及び 金、 取手 及び 金の 等により 連結会計年度 に

比べ41 ４千３ し、2 627 ４千２ となりました。

は、長期借入金は いたしましたものの、短期借入金、 手 及び 金の 等により 連結会計年

度 に比べ50 ３ し、2 0 0 １千 となりました。

は、利益 金の 等により 連結会計年度 に比べ 千 し、547 ２千 となり

ました。

自 本比 は、 連結会計年度 に比べ0.7 し、19.7 となりました。

(3) 事業上及び財務上の対 すべき

当第３四半期連結累計期間において、当社 ー （当社及び当社の関係会社）の事業上及び財務上の対 すべ

き に重要な 及び新たに じた はありません。

なお、当社は財務及び事業の の決定を する者の在り に関する基本 を定めており、その内 等（会

社法施行規 第11 条第３号に掲げる事項）は のとおりであります。

会社の に関する基本

基本 の内

当社は、当社が 出した利益を株主の に してい ことで 業 ないし株主の 同の利益を

最 化することを本分とし、 場にお る自 な取引を通じ当社株主となられた にお いた ことを

原 としつつも、当社の 決 の20 以上の 決 を有する株式（以 「 株式」といいます）の取 を

目指す者及びその ー の者（以 「 者等」といいます）による 株式の取 により、このよ な当

社の 業 又は株主の 同の利益が 損されるおそれが する場 には、かかる 者等は当社の財務

及び事業の の決定を する者として不適 であるものとして、法 及び定 によって される限度に

おいて、当社の 業 及び株主の 同の利益の 保 上のための 当な を じることをその基本

といたします。

基本 の実現に する 別な取

当社は、「第１ 中期経営計 」等を 定し、 社を げて取り んでおり、 業 ないし株主の 同

の利益を ってまいります。また、 の 施 の取 を行い、 、株主、

社会その他関係者の からの信 に てい 業を目指してまいります。
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基本 に照らして不適 な者によって当社の財務及び事業の の決定が されることを するための取

当社は、平成25年 月29日 の取締役会において、基本 に照らして不適 な者によって当社の財務及

び事業の の決定が されることを するための取 の一つとして、平成22年 月29日 の当社第

145 定時株主 会において株主の の 認をいた いた で 続していた当社株式の 規 行 に

関する対 （以 「 」といいます）につき、所要の を行った で 続することを決 し

（以 、かかる の を「本 」といいます）、平成25年 月27日 の当社第14 定時株主 会

において、株主の の 認をいた きました。また、当社は、上記 続に い、独立 員会 員として、

と同 、 氏、品 氏、 原 氏の３氏を 任いたしました。

本 の 要は、以 に記載のとおりですが、 につきましては、当社 ー ページに掲載の平成25年

月29日 レ ー 「当社株式の 規 行 に関する対 （ ）の一部 及び

続に関するお らせ」を 覧 さい。

（ http .mpm. . p ir librar pd 2013 20130529.pd ）

．本 の目的

本 は、 規 者に対して事 に必要な 報の提供及び のための期間を 保することを

めることによって、当 規 行 に じるべきか かを株主の が適 に判断されること、取締役

会が、独立 員会の 告を て当 規 行 に対する の 又は代 を株主の に対して提

示すること、あるいは、株主の のために 規 者と を行 こと等を とし、もって基本 に

照らして不適 な者によって当社の財務及び事業の の決定が されることを し、当社の 業 な

いし株主の 同の利益の 保 上を実現することを目的とします。

．本 に基づ 対 の に係る手続

(a) 対象となる 規 行

当社株式に関して、 要、 の１）から３）までのい れかに 当する行 し はその がある行

がなされ、又はなされよ とする場 に、本 に基づ 対 が される場 があります。

１）当社の株券等に関する当社の 定の株主の株券等保有 （金融商品取引法第27条の23第４項に定 さ

れる株券等保有 をいいます。以 同じとします）が20 以上となる取

２）当社の株券等に関する当社の 定の株主の株券等所有 （金融商品取引法第27条の２第 項に定 さ

れる株券等所有 をいいます。以 同じとします）とその 別関係者の株券等所有 との 計が20

以上となる取

３）当社の 定の株主が、当社の他の株主との間で当社の株券等の 同保有者に 当するに至るよ な

その他の行 、又はかかる両株主の間に 関係 し は 同ないし して行 する関係を樹立する

行 （た し、当 両株主の株券等保有 の 計が20 以上となる場 に限ります）
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(b) 規 者に対する 報提供要

規 者には、 規 行 の 又は実行に先立ち、 表明書及び 規 報を提出 提

供していた きます。

( ) 取締役会 期間の 定等

取締役会は、対 を現金（ ）の とする公 による当社の ての株券等の が行われる場

には最長60日間、それ以 の態 による 規 行 の場 には最長90日間の期間を、取締役会 期

間として 定し、当社の 業 ないし株主の 同の利益の 保 上の 点から、 されている

規 行 に関して 、 、 成、代 立 及び 規 者との を行 ものとします。

(d) 独立 員会の 告及び取締役会による決

独立 員会は、 規 者が 規 ー につき重要な点において した場 で、取締役会がそ

の 正を当 規 者に対して要 した 営業日以内に当 が 正されない場 には、原 とし

て、取締役会に対して、 規 行 に対する対 の を 告します。

他 、 規 者が 規 ー を した場 、独立 員会は、原 として、取締役会に対し

て、 規 行 に対する対 の不 を 告しますが、 規 ー が されている場 で

あっても、当 規 者がいわ る ー ーである場 等一定の事 を有していると認められ

る者である場 には、取締役会に対して、対 の を 告します。

取締役会は、独立 員会の 告を最 限 重した で、対 の 又は不 その他必要な決 を

行 ものとします。

(e) 対 の 的内

当社が本 に基づき する 規 行 に対する対 は、原 として、新株 の

当てによるものとします。
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．本 の

(a) 基本 の制定

本 は、当社の財務及び事業の の決定を する者の在り に関する基本 を制定した で、

入されたものです。

(b) 独立 員会の

当社は、本 の必要 及び 当 を 保するために独立 員会を し、取締役会が対 を

する場 は、その判断の公正を 保し、 つ、取締役会の 的な判断を するために、独立 員会の

告を最 限 重するものとしています。

( ) 株主 会にお る本 の 認

本 による の 続につきましては、平成25年 月27日 の第14 定時株主 会におい

て、株主の の 認をいた きました。

(d) 適時 示

取締役会は、本 上必要な事項について、適用ある法 等及び金融商品取引所規 に って、適時適

な 示を行います。

(e) 本 の有 期間

本 の有 期間は、平成25年 月27日 の第14 定時株主 会終了 ３年以内に終了する事業年度

の ち最終のものに関する定時株主 会の終結時までとしております。

．株主の の

(a) の本 の 定時にお る株主の の

の本 の 定時には、株主の の法的 利及び経 的利益に直 的な を て

おりません。

(b) 新株 の 行時に株主の る

対 として新株 の 当てが行われた場 においても、株主の が保有する当社株式１株

当たりの の 化は じるものの、株主の が保有する当社株式 の の 化は じないこと

から、株主の の法的 利及び経 的利益に対して直 的 的な を ることは 定しておりませ

ん。た し、本 の定める 事 当者については、対 が された場 、結 的に、その法

的 利又は経 的利益に らかの が じる があります。
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上記の取 に対する取締役会の判断及びその判断に係る理

上記 に記載した、基本 の実現に する 別な取 は、当社の 業 ないし株主の 同の利益を

めるための 的 であり、まさに当社の基本 に ものと ます。

また、当社取締役会は、 記 記載のとおり、本 は 業 ないし株主の 同の利益の 保

上とい 目的をもって 入されたものであり、基本 に ものと ます。 に本 は、１）株主 会

において本 を する の が 認された場 にはその時点で されるものとしており、その 続が

株主の の にかからしめられている点において株主の の を重 していること、２）独立 の

い独立 員会の を ものであり、対 の に しては必 独立 員会の 告を経る となって

いること、３）対 の 、不 又は中 に関する判断の に拠るべき基準が られていること等か

ら、当社取締役会としては、本 は当社の 業 ないし株主の 同の利益を損な ものではな 、当

社の会社役員の の を目的とするものではないと ております。

(4)

当第３四半期連結累計期間の の は７ ７千２ であります。

(5) 業員

連結会社の状況

当第３四半期連結累計期間において、連結会社の 業員 に しい はありません。

提出会社の状況

提出会社の 業員が当第３四半期累計期間において、4 7名 しておりますが、主として紙 事業にお

る ー ペレー 株式会社の分社化に 出 によるものです。

(6) 、 注及び の実績

当第３四半期連結累計期間において、 、 注及び の実績に しい はありません。

(7) 主要な 備

当第３四半期連結累計期間において、主要な 備の しい 及び主要な 備の 連結会計年度 にお る計

の しい はありません。
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第 【 の 況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の 等】

【株式の 】

類 行 株式 (株)

通株式 900 000 000

計 900 000 000

【 行 株式】

類

第３四半期会計期間

現在 行 (株)

(平成26年12月31日)

提出日現在

行 (株)

(平成27年２月13日)

上場金融商品取引所

名又は 認 金融

商品取引業 会名

内

通株式 342 5 4 332 342 5 4 332
東京証券取引所
( 場第一部)

株式 は1 000株であり
ます。

計 342 5 4 332 342 5 4 332

(2) 【新株 等の状況】

当事項はありません。

(3) 【行 正条項 新株 社 券等の行 状況等】

当事項はありません。

(4) 【 の内 】

当事項はありません。

(5) 【 行 株式 、 本金等の 】

年月日

行 株式

(株)

行 株式

(株)

本金

( )

本金

( )

本準備金

( )

本準備金

( )

平成26年12月31日 342 5 4 332 32 756 7 523

(6) 【 株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　10　



(7) 【 決 の状況】

当第３四半期会計期間 日現在の「 決 の状況」については、株主名 の記載内 が 認でき 、記載する

ことができませんので、直 の基準日（平成26年 月30日）に基づ 株主名 により記載しております。

【 行 株式】

平成26年 月30日現在

区分 株式 (株) 決 の ( ) 内

決 株式

決 制限株式（自 株式等）

決 制限株式（その他）

決 株式（自 株式等）

（自 保有株式）

　 通株式 5 9 000

（ 保有株式）

　 通株式 312 000

決 株式（その他） 　 通株式 340 332 000 340 332

株式 　 通株式 1 351 332

行 株式 342 5 4 332

株主の 決 340 332

(注) 「 株式」 の 通株式には、当社所有の自 株式926株及び レー株式会社所有の 保有株

式500株が含まれております。

【自 株式等】

平成26年 月30日現在

所有者の氏名

又は名
所有者の 所

自 名

所有株式

(株)

他人名

所有株式

(株)

所有株式

の 計

(株)

行 株式

に対する

所有株式

の ( )

（自 保有株式）

　三菱製紙株式会社 東京都墨田区両国二丁
目10番14号

5 9 000 5 9 000 0.17

（ 保有株式）

　 レー株式会社 町比
4 番 の１

312 000 312 000 0.09

計 901 000 901 000 0.26

(注) １ 株主名 上は当社名 となっておりますが、実質的に所有していない株式が1 000株( 決 １ )あり

ます。なお、当 株式 は上記「 行 株式」の「 決 株式(その他)」 の 通株式に含まれて

おります。

２ 当第３四半期会計期間 日現在の当社が所有する自 株式 は、594 000株（ 株式 107株を

）であります。

２ 【役員の状況】

当事項はありません。
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第 【 の 況】

１．四半期連結財務諸表の作成 法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用 、 式及び作成 法に関する規 」（平成19年内

第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを ております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

( )

連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

の部

現金及び 金 3 2 9 54

取手 及び 金 42 424 ２ 50 521

商品及び製品 33 232 33 533

品 265 437

原 及び 品 10 3 2 9 732

その他 6 905 112

貸 引当金 264 302

計 109 32 119 5 3

定

有 定

及び （ ） 31 650 30 1 0

及び運 （ ） 64 25 60 694

23 19 22 924

定 1 107 1 100

その他（ ） 3 5 9 3 243

有 定 計 123 05 11 143

定

その他 33 302

定 計 33 302

その他の

有 証券 20 22 20 107

職 に係る 471 515

その他 5 4 1 5 106

貸 引当金 1 055 1 016

その他の 計 25 127 24 712

定 計 149 271 143 15

計 25 599 262 742
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( )

連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

の部

手 及び 金 26 014 ２ 29 61

短期借入金 73 903 7 211

法人 等 390 236

その他 14 5 ２ 15 273

計 115 194 123 340

定

長期借入金 74 417 71 943

年金基金 損 引当金 206 115

職 に係る 72 213

ののれん 30

その他 4 291 4 403

定 計 7 1 4 676

計 203 012 20 016

の部

株主 本

本金 32 756 32 756

本 金 7 523 7 523

利益 金 9 164 7 312

自 株式 141 142

株主 本 計 49 302 47 449

その他の包括利益累計

その他有 証券 金 2 04 3 67

算 整 定 1 576 1 435

職 に係る 整累計 924 79

その他の包括利益累計 計 3 456 4 235

株主 分 2 27 3 041

計 55 5 6 54 726

計 25 599 262 742
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

( )
第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

上 153 0 7 159 046

上原 132 202 137 63

上 利益 20 5 21 40

及び一般管理 21 712 21 521

営業損 （ ） 27 113

営業 益

取利 52 75

取 当金 512 463

取保 金 300 49

益 7 96

その他 591 607

営業 益 計 2 246 2 092

営業 用

利 1 62 1 901

その他 209 310

営業 用 計 2 071 2 212

経 損 （ ） 652 232

別利益

関係会社株式 益 44

有 証券 益 2 6 2 7 5

金 入 52

その他 252 31

別利益 計 3 7 7 61

別損

事業 用 １ 1 457

定 分損 217 22

金等 2 027

その他 52 19

別損 計 2 297 1 4

金等 整 四半期 利益又は 金等 整 四半期
損 （ ）

3 1 255

法人 等 553 46

株主損益 整 四半期 利益又は 株主損益
整 四半期 損 （ ）

2 5 2 102

株主利益 121 5

四半期 利益又は四半期 損 （ ） 164 2 107
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

( )
第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

株主損益 整 四半期 利益又は 株主損益
整 四半期 損 （ ）

2 5 2 102

その他の包括利益

その他有 証券 金 2 1 069

算 整 定 495 165

職 に係る 整 91 64

分法適用会社に対する 分 当 99 42

その他の包括利益 計 1 3 5 1 010

四半期包括利益 1 670 1 091

（内訳）

会社株主に係る四半期包括利益 1 322 1 329

株主に係る四半期包括利益 34 237
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【注記事項】

（連結の 又は 分法適用の の ）

　連結の の重要な

、連結子会社であった株式会社 については、 株式を したため、当第３四半期連結

会計期間において、連結の から しております。

（会計 の 等）

当第３四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)
（会計基準等の 正に 会計 の ）

「 職 に関する会計基準」（ 業会計基準第26号 平成24年 月17日。以 「 職 会計基準」とい 。）

及び「 職 に関する会計基準の適用指 」（ 業会計基準適用指 第25号 平成24年 月17日。以 「 職

適用指 」とい 。）を、 職 会計基準第35項本文及び 職 適用指 第67項本文に掲げられた定めにつ

いて第１四半期連結会計期間より適用し、 職 務及び 務 用の計算 法を 直し、 職 の期間

法を、当社及び一部の連結子会社は 基準から、その他の連結子会社は期間定 基準から 算定式

基準 するとともに、 引 の決定 法を 業員の平 務期間に した年 に基づ 引 から、

職 の 期間及び 期間 との金 を した 一の 重平 引 を 用する 法 いたし

ました。

職 会計基準等の適用については、 職 会計基準第37項に定める経 的な取り いに って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、 職 務及び 務 用の計算 法の に を利益 金に

しております。

この結 、当第３四半期連結累計期間の期首の 職 に係る が4 7 し、利益 金及び 株

主 分がそれ れ256 、56 しております。なお、当第３四半期連結累計期間の営業損 、経 損

及び 金等 整 四半期 損 の は であります。

　

(四半期連結貸借対照表関係)

１ 務

(1) 保証 務

連結会社以 の会社等の金融 関からの借入等に対し、 のとおり 務保証を行っております。

連結会計年度

(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)
レ タ レ

ー Ltda.
1 209

レ タ レ

ー Ltda.
1 416

業員（財 金等） 1 061 業員（財 金等） 19

その他 ２ 26 その他 １ 7

計 2 296 計 2 243

(2) 化に 及 務

連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

1 74 1 479
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２ 四半期連結会計期間 日 期手

四半期連結会計期間 日 期手 の会計 理については、手 日をもって決 しております。なお、当第３

四半期連結会計期間 日が金融 関の 日であったため、 の四半期連結会計期間 日 期手 が、四半期連結会

計期間 に含まれております。

連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

取手 950
手 429

備関係 手 20
　

　

(四半期連結損益計算書関係)

１ 事業 用は、 職の実施に 算金等であります。

　

(四半期連結 ュ ー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結 ュ ー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る （のれんを 定 に係る を含 。）及び ののれんの は、

のとおりであります。

第３四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日

至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日

至 平成26年12月31日)
42 214

ののれんの 2 30
　

　

(株主 本等関係)

第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

１ 当金

当事項はありません。

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に する 当の ち、 当の 日が当第３四半期連結会計期間の 日

となるもの

当事項はありません。

３ 株主 本の しい

当事項はありません。

　

　

当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

１ 当金

当事項はありません。

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に する 当の ち、 当の 日が当第３四半期連結会計期間の 日

となるもの

当事項はありません。

３ 株主 本の しい

当事項はありません。

　18　



( 報等)

【 報】

第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

報告 との 上 及び利益又は損 の金 に関する 報

（ ）

報告
その他
（注）１

計
整

（注）２

四半期連結
損益計算書

計上
（注）３

紙
事業

ージ
事業

事業 計

上

部 の 上 116 35 22 224 9 564 14 147 4 939 153 0 7 153 0 7

間の内部
上 又は

2 744 671 2 20 13 624 6 923 20 547 20 547

計 119 102 30 95 11 772 161 771 11 63 173 634 20 547 153 0 7

利益
又は損 （ ）

2 036 705 179 1 152 27 73 46 27

(注) １ 「その他」の区分は、報告 に含まれない事業 であり、 運 関連業、 ジ

業等を含んでおります。

２ 利益又は損 の 整 46 には、 報告 に 分していない 社 用 1 、

間取引 64 が含まれております。 社 用は、主に報告 に しない一般管

理 であります。

３ 利益又は損 は、四半期連結損益計算書の営業損 と 整を行っております。

当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

報告 との 上 及び利益又は損 の金 に関する 報

（ ）

報告
その他
（注）１

計
整

（注）２

四半期連結
損益計算書

計上
（注）３

紙
事業

ージ
事業

事業 計

上

部 の 上 120 122 23 990 10 210 154 322 4 723 159 046 159 046

間の内部
上 又は

3 1 2 400 2 271 13 54 6 7 4 20 63 20 63

計 123 304 32 390 12 4 2 16 177 11 50 179 6 5 20 63 159 046

利益
又は損 （ ）

1 5 10 410 367 267 100 12 113

(注) １ 「その他」の区分は、報告 に含まれない事業 であり、 運 関連業、 ジ

業等を含んでおります。

２ 利益又は損 の 整 12 には、 報告 に 分していない 社 用 21

、 間取引 が含まれております。 社 用は、主に報告 に しない一

般管理 であります。

３ 利益又は損 は、四半期連結損益計算書の営業損 と 整を行っております。
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(１株当たり 報)

１株当たり四半期 利益金 又は四半期 損 金 及び算定上の基礎は、以 のとおりであります。

項目
第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

１株当たり四半期 利益金 又は
四半期 損 金 （ ）

0.4 6.17

(算定上の基礎)

四半期 利益金 又は
四半期 損 金 （ ）( )

164 2 107

通株式に係る四半期 利益金 又は四半期 損 金
（ ）( )

164 2 107

通株式の期中平 株式 (株) 341 915 051 341 9 322

（注）１ 第３四半期連結累計期間の 在株式 整 １株当たり四半期 利益金 については、 在株式が 在しな

いため記載しておりません。

２ 当第３四半期連結累計期間の 在株式 整 １株当たり四半期 利益金 については、１株当たり四半期 損

であり、また、 在株式が 在しないため記載しておりません。

(重要な 事象)

当事項はありません。
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２ 【その他】

当事項はありません。
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第 部 【 の の情報】

当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成27年２月13日

三菱製紙株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 藤 原 明 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 唐 澤 正 幸 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 安 永 千 尋 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三菱製紙株式会

社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三菱製紙株式会社及び連結子会社の平成26年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以 上

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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１ 【四半期報告書の記載内 の適正 に関する事項】 

当社代表取締役社長鈴木邦夫は、当社の第150期第３四半期（自  平成26年10月１日  至  平成26年12月31日）

の四半期報告書の記載内 が金融商品取引法 に基づき適正に記載されていることを 認いたしました。 

  

２ 【 記事項】 

認に当たり、 記すべき事項はありません。 


